
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
き
は
…

所
得
の
減
少
や
失
業
に
よ
り
保
険

料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、

保
険
料
の
免
除
制
度
や
猶
予
制
度
を

利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

○
保
険
料
免
除
制
度

失
業
や
災
害
な
ど
に
よ
り
、
前
年
の

所
得
が
所
得
基
準
額
以
下
で
あ
る
場

合
、
全
額
・
半
額
の
保
険
料
が
免
除
さ

れ
ま
す
。
い
ず
れ
も
、
老
後
の
年
金
受

給
資
格
の
判
断
や
年
金
額
の
計
算
に

も
含
ま
れ
ま
す
。

○
若
年
者
納
付
猶
予
制
度

30
歳
未
満
の
人
で
、
本
人
お
よ
び
配

偶
者
の
所
得
が
、
そ
れ
ぞ
れ
57
万
円
以

下（
子
ど
も
な
ど
の
被
扶
養
者
が
い
れ

ば
基
準
額
は
変
わ
り
ま
す
）の
と
き
、
申

請
し
て
承
認
さ
れ
れ
ば
保
険
料
の
納
付

が
猶
予
さ
れ
ま
す
。
年
金
受
給
資
格
の

判
断
は
含
ま
れ
ま
す
が
、
年
金
額
の
計

算
に
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
保
険
料

を
後
か
ら
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

○
学
生
納
付
特
例
制
度

学
生（
20
歳
以
上
）は
一
般
的
に
所

得
が
な
く
、
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が

困
難
で
す
。
そ
こ
で
、
学
生
の
所
得
が

118
万
円
以
下
の
場
合
に
は
、
申
請
し
て

承
認
さ
れ
れ
ば
保
険
料
の
納
付
の
必

要
が
な
く
な
り
ま
す
。
年
金
受
給
資
格

の
判
断
は
含
ま
れ
ま
す
が
、
年
金
額
の

計
算
に
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

第2号被保険者に
なるため、国民年金
喪失の届け出が必
要です。

［就　職］

会社員

国民年金に再度加
入の手続きをします。
保険料を納めること

が困難な人には、「申
請免除（全額・半額）
制度」や「若年者納付
猶予制度」があります。

［退　職］

フリーター

夫が厚生年金や共済年
金に加入していれば、第3
号被保険者となり、保険料
を納付する必要はありま
せん。

［結　婚］

専業主婦

［再就職］
厚生年金などに加入

すれば国民年金喪失の
届け出が必要です。

パート勤め
（フルタイム）

［退　職］
夫の扶養になった場
合は、届け出が必要で
す。60歳以降の退職で
は、国民年金の加入は必
要ありません。
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し
た
。
な
お
、
10
月
以
降
の
納
付

分
に
つ
い
て
は
、
領
収
書
を
添
付

し
て
く
だ
さ
い
。

た
だ
し
、
10
月
以
降
に
初
め
て

国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
る
よ
う

に
な
っ
た
方
は
、2
月
上
旬
に「
控

除
証
明
書
」が
送
付
さ
れ
ま
す
。

控
除
証
明
書
の
再
発
行
専
用

ダ
イ
ヤ
ル
は
、
3
月
17
日
㈮
ま
で
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の
午
前
9
時
〜
午
後
5
時
）


